
 
 

 

 

 

 

 

 

 



   

 この事業は、札幌市内の商店街振興組合が行う若手組合員の加入促進活動の支援を行うこと

により、組織基盤を強化し、商店街振興組合の活性化を図るため、加入促進費を補助するも

のです。 

以下のとおり原則毎月最終営業日を締切日とし、締切日ごとに交付決定いたします。 

※採択件数が予算の上限に達した場合、その時点で募集は終了します。 

 

新たに若手組合員を加入させた商店街振興組合法に基づく商店街振興組合が対象です。ただ

し、以下の要件を満たす必要があります。 

① 申請者（商店街振興組合）が申請日時点で 50 歳未満の新たな組合員を加入させているこ 

 と 

② 新たに加入させた組合員が「反社会的勢力（札幌市暴力団の排除の推進に関する条例

（平成 25 年条例第６号）第２条第１号及び第２号に規定する暴力団及び暴力団員若しくは

同条例第７条に規定する暴力団関係事業者をいう。）及びこれと関係のある者」に該当し

ていないこと 
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【POINT】 
 ○組合員は「正規の組合員」を指します。 
  ※賛助会員や特別会員などは対象になりません。 
 ○令和８年４月１日から申請日までに組合員を加入させている必要があります。 
 ※令和８年４月１日よりも前に組合員を加入させている場合は対象になりません。 
○地区外の者を加入させ、定款変更前に補助金を申請した場合、交付決定日から１年以 
 内に実態に合わせて定款を変更する必要があります。 
 



   

 加入した日における新規組合員の年齢が 50 歳未満である場合、１件あたり８万円を支給し 

ます。（上限件数：１商店街あたり年間３件）  

 ⑴ 提出書類 

  ・補助金交付申請書兼加入報告書（様式１） 

  ・誓約書（様式２） 

  ・若手組合員が新たに加入したことがわかる書類（理事会の議事録及び組合員名簿） 

  ・直近の定款（商店街の街区が分かるものも添付してください。） 

  ・若手組合員の生年月日を確認できるもの 

  ・振込先口座が分かる書類（カナ名義、金融機関名、口座番号などが分かる口座の写し 

など） 

  ・その他市長が求める書類 

 ⑵ 提出方法及び提出先 

   郵送又は電子メールで以下の提出先に提出してください。 

   

⑶ 提出書類の形式などについて 

   全て A4 サイズとし、電子メールでの提出の場合、ファイルの拡張子は変更しないでくだ

さい。 

 ⑷ 書面審査 

   書類の内容を基に、この補助金の要件に合致するかを審査します。 

 ⑸ 交付（不交付）決定 

   ⑷の審査の結果、要件に合致するものと認められる場合に、補助金の交付決定と金額を

確定し、補助金交付決定兼補助金額確定通知書を送付します。 

 ⑹ 補助金額の振込 

   ⑸の通知書の日付から概ね２週間程度で、補助金を交付します。 
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～ 書類のご提出・お問い合わせは ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


